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第１章 基本方針 

 
１ 基本的な考え方 
 
（１）大規模災害が発生した場合、本県が迅速かつ円滑に応援を実施する体

制を確保するため、愛媛県地域防災計画との整合を図りつつ、愛媛県広

域応援計画を定める。 
 
（２）本計画は、「危機事象発生時の四国４県広域応援に関する基本協定」（以

下「四国４県広域応援協定」という。）に基づき、大規模災害発生直後の

応援隊の派遣について定める。 
 
（３）本県は、本計画に基づき、速やかに被災県に応援部隊を派遣し、災害

応急対策を実施する。 
 
（４）本計画については、さらに、合同訓練等を通じた検証や他県、市町及

び防災関係機関との協議等を踏まえ、随時見直しを行う。 
 
（５）国の「東南海・南海地震応急対策活動要領」に基づく全国的な応援計

画が検討されている南海地震等への対応については、国計画に基づく活

動を優先する。 
 
２ 本計画の前提条件 
 
（１）本計画は、「四国４県広域応援協定」を締結する他県が、激甚な被害を

受けた場合を想定して策定する。 
 
（２）本計画は、応援隊が使用する緊急輸送道路等に甚大な被害が発生して

いないことを前提としているが、被害覚知後は、状況に応じ経路等を変

更する。 
 
（３）本計画は、本県の被害が軽微であり、他県に応援隊を派遣しても県内

の対応が十分になされることを前提とする。 
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３ 応援隊の県外への進出の流れ 

 
 

 

集結場所                参集場所 

 
           陸上 

ルート 

 
 

被災県災害対策本部   活動地域・活動拠点 
 
 
 
 
 

第２章 愛媛県応援隊の編成 

１ 応援隊の編成等 
（１）応援には、四国４県広域応援協定第５条（３）の規定に基づき、災害

応急活動等に必要な、次の職員を派遣する。 
①情報連絡事務等に必要な職員 

  ②医師、保健師、看護師等の職員 
  ③建物、宅地の危険度判定に必要な職員 

（地震被災建築物応急危険度判定士、被災宅地危険度判定士等） 
（２）前項に列記する職員を所管する部局は、あらかじめ、派遣が可能な職

員を把握し名簿を作成しておく。 
（３）応援隊は、災害発生時に危機管理室からの指示を受け、所管部局が、

名簿に登録している職員の中から次のとおり班編成を行うとともに、班

責任者を定める。 
①情報連絡班    ２名 
②医療救護班    医師１~２名、看護師等数名、事務職員(運転業務含

む)１~２名 
③保健衛生班    保健師等２~３名､事務職員(運転業務含む)１~２名 
④危険度判定班   危険度判定士等２~４名(運転業務含む) 

応援隊集結場所 
(別表) 

・応援隊が集結し
被災県へ出発す
る。 

・医療救護班 
緊急医療、トリアージ等 

・保健衛生班 
被災者の健康管理・相談等 

・危険度判定班 
宅地、建物危険度判定等 

・情報連絡班 

情報収集、医療救護班

等との連絡、危機管理室

との連絡 

被災県受援計画で規定 

(県境付近の防災拠点等) 

・被災県から情報提供、

救援活動の指示を受け

る。 

本 県 被災県 
県
境

愛媛県応援隊 
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（４）危機管理室は、各班責任者の中から応援隊総括責任者を定める。 
２ 集結場所 
（１）応援隊の集結場所は、別表のとおりとする。 
（２）危機管理室は、緊急輸送道路と応援隊の集結場所を選定し、必要に応

じ県警察本部に対して交通規制等を要請する。 
（３）応援隊は、二次被害を防ぐため、安全管理に留意し行動する。 

 

第３章 情報連絡 

１ 愛媛県の情報連絡体制は、次図のとおりとする。 
２ 愛媛県の情報連絡窓口は、県民環境部管理局消防防災安全課危機管理室

とする。 
３ 情報連絡の手段は、原則として防災行政無線、地域衛星通信ネットワー

ク、消防防災無線、衛星携帯電話、NTT 回線を使用する。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

※
集
結
場
所
確
保
等
の
連
絡 

西
条
地
方
局
県
民
生
活
課 

今
治
地
方
局
県
民
生
活
課 

松
山
地
方
局
県
民
生
活
課 

八
幡
浜
地
方
局
県
民
生
活
課 

宇
和
島
地
方
局
県
民
生
活
課 

保健福祉部 
保健福祉課 

土木部 
土木管理課 
 

部内関係課 
各保健所等 

各県立病院 

部内関係課 
各地方建設部 
各土木事務所 

被 災 県 

※派遣等の連絡 

本県応援隊 

協議 
危機管理室 

公営企業管理
局県立病院課 
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第４章 応援隊携行資機材等 

１ 応援資機材は、県備蓄資機材の活用を中心に、所管部局と危機管理室等

が協力し準備する。 
２ 応援派遣車両については、県所有車両から、所管部局と危機管理室が協

力し準備する。 
また、危機管理室は、必要に応じ、緊急通行車両の証票及び確認証明書

を交付し、応援派遣車両に配備する。 
 

第５章 応援隊の派遣 

１ 応援隊派遣の準備 
危機管理室は、他県で、激甚な被害の発生を覚知又は認知した場合に、

直ちに応援隊所属部局に連絡し派遣職員を参集させ、応援隊派遣の準備を

行う。 
２ 派遣の決定 

応援隊の派遣は、被災県からの要請があった時又は自主的な判断により

知事が決定する。 
３ 要請及び出動 
（１） 危機管理室は、応援隊所管部所に対し、応援隊派遣の指示を行うと

ともに、次の事項について、可能な限り情報提供するものとする。 
なお、応援隊は、原則として 72 時間活動可能な食料、飲料水及び個

人装備品等を携行する。 
ア 災害発生日時 
イ 災害状況 
ウ 人的、物的被害状況 
エ 派遣先、派遣班数、資機材等 
オ 被災県の参集場所及びルート 
カ 被災県災害対策本部等の連絡先 

 （２） 応援隊を派遣した部所は、危機管理室に次の事項を報告する。 
ア 応援隊員の職氏名 
イ 応援隊の携行資機材、車両 
ウ 出発時間及び参集場所到着予定時間 
エ その他必要事項 

（３） 危機管理室は、被災県災害対策本部に次の事項を連絡する。 
なお、被災県との通信が途絶している場合は、ア及びイについて応
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援隊が参集場所で被災県に報告する。 
ア 応援隊員の職氏名 
イ 応援隊の携行資機材、車両 
ウ 出発時間及び参集場所到着予定時間 

第６章  被災地における指揮 

１ 被災地での活動においては、災害対策基本法第７４条第２項の規定によ

り、被災県知事の指揮により行動する。 
２ 応援隊は、被災県が定める参集場所において応援隊の到着を報告し、活

動地域等の指示と必要な情報の提供を受ける。 
なお、活動地域では、被災県災害対策本部の指示を受け、被災地の災害

対策本部（市町災害対策本部等）と連携し活動する。 
 

第７章 後方支援活動 

後方支援活動は、危機管理室及び関係部局が協力して実施するものとし、

応援隊が円滑に活動できるよう、次に掲げる活動を行う。 
１ 応援隊への資機材の調達と補給 
２ 交替要員の調整、派遣 
３ 被災状況など情報提供 
４ 被災県災害対策本部との連絡調整 
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別表 

集 結 場 所 一 覧 表 

応援方面 道路別 集結場所 担当支部 

県四国中央総合庁舎 西条支部 
香川県方面 

松山自動車道 
国道１１号 県西条総合庁舎 西条支部 

県四国中央総合庁舎 西条支部 
徳島県方面 

松山自動車道 
国道１９２号 県西条総合庁舎 西条支部 

県四国中央総合庁舎 西条支部 松山自動車道 
国道３２号 県西条総合庁舎 西条支部 

国道１９４号 県西条総合庁舎 西条支部 

県久万高原総合庁舎 松山支部 
国道３３号 

県松山総合庁舎 松山支部 

国道１９７号 県大洲総合庁舎 八幡浜支部 

県愛南総合庁舎 宇和島支部 

高知県方面 

国道５６号 
県宇和島総合庁舎 宇和島支部 

 
注記）応援隊派遣経路については、被害が発生していないことを前提として

いるが、被害覚知後は、状況に応じ利用可能な道路等を使用する。 

 


